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本報告書は、日本自転車振興協会から競輪収益の一部である機械工業振興資金の

補助を受けて作成 したものである。



序

データベースは、わが国の情報化の進展上、重要な役割を果たすものと期待 されている。

今後、データベースの普及により、わが国において健全な高度情報化社会の形成が期待さ

れる。 さらに海外に対 して提供可能なデータベースの整備は、国際的な情報化への貢献お

よび自由な情報流通の確保の観点からも必要である。 しかしなが ら、現在わが国で流通 し

ているデータベースの中でわが国独自のものは3割 にすぎないのが現状であり、わが国デ

ータベースサービスひいてはバランスある情報産業の健全な発展を図るためには、わが国

独自のデータベースの構築およびデータベース関連技術の研究開発を強力に促進 し、デー

タベースの拡充を図る必要がある。

このような要請に応えるため、(財)デ ータベース振興センターでは日本自転車振興会

か ら機械工業振興資金の交付を受 けて、データベースの構築および技術開発について民間

企業、団体等に対 して委託事業を実施 している。委託事業の内容は、社会的、経済的、国

際的に重要で、また地域および産業の発展の促進に寄与すると考え られているデータベー

スの構築 とデータベース作成の効率化、流通の促進、利用の円滑化 ・容易化などに関係 し

たソフ トウェア技術 ・ハー ドウェア技術である。

本事業の推進に当って、当財団に学識経験者の方々で構成 されるデータベース構築 ・技

術開発促進委員会(委 員長 山梨学院本学教授 蓼沼良一氏)を 設置 している。

この 「徳島市中小商業振興データベースの構築」は平成2年 度のデータベースの構築促

進および技術開発促進事業として、当財団が株式会社ニューメディア徳島に対 して委託実

施 した課題の一つである。 この成果が、データベースに興味をお持ちの方々や諸分野の皆

様方のお役に立てば幸いである。

なお、平成2年 度データベースの構築促進および技術開発促進事業で実施 した課題は次

表のとお りである。
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平成2年度 データベース構築促進・技術開発委託課題一覧

分 野 課 題 名 委 託 先

1形 態学的 コメントを含む病理データベースのフィー ㈱ エ ス ・ピー ・オ ー

ジビリテ ィ調査

2災 害情報データベース支援環境の構築 ㈱防災都市計画研究所
3AV/MARCの ための分類索引データベース構築 ㈱ダインメデ ィアサービス

社 会 4気 候情報データベースの構築 ㈱エムテーエス雪氷研究所

5健 康の自己管理と病気予防データベースの構築 ㈱ コ ンピュータ コ ンビニエ ンス

美崎高齢者福}.1τr助会美崎生活館6シ ルバーエイジの実態及び生活に必要な情報のデー

夕べース構築のための調査研究

7交 通事故調査データのデータベース化に関する調査 ⑭日本自動車研究所

研究

8ア ジア太平洋交流データベースの課題性の研究 ㈱西日本新聞社

9戦 略商圏レベルに細分化した地域データと分析 ・提 パ ラシュー ト情報開発研究会

案手法を統合化した企画支援システムデータベース 札幌凸版印刷㈱

地域活性化 の構築

中小企業振興 10ネ ッ トワーク化された地域情報 データベースの有効 セ ン トラ

なマネジメントについての調査研究 RUKIT

11徳 島市中小商業振興データベースの構築 ㈱ニューメデ ィア徳島

12九 州地域の人材情報データベース構築 働九州産業技術センター 、

13海 外向け国内先端技術分野中 データ コム ライ ンイ ンターナ シ ョナル㈱

ベース構築

14海 外規格(ソ 連邦国家規格)デ ータベースの整備 日本電子計算㈱

海 外 15政 府開発援助(ODA)に 関するデータベースの構 働日本国際協力システム

雛
16専 門用語データベースシステムの機能に関す る調査 ア イ ・エ ヌ ・エ ス㈱

磯
17専 門家データベース構築事業 ㈱旬外貿易開発協会

18VAN用 データベース管理 システムの開発 シャープ㈱

19レ コー ドマネジメント用辞書管理 システムの開発研

究

20建 築CAD用 拡張可能データベースのプロ トタイプ

㈱オフィス総研

三菱電機㈱

徹
技 術 21先 進複合材料データベース ・プロ トタイプの作成 側次 世代金属 ・複"-'

齢
22マ イクロコンピュータのプログラマブル周辺デバイ ㈱日本 システムハウス協会

スのデータベース化

23書 誌 データベース用ダ イナ ミック ・シソー ラスの可 ㈱紀伊國屋書店

能性調査と実験
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1要 約

1.1背 景 と目的

1.1.1デ ータベース構築の背景

昨今の中小商業 ・サービス業を取り巻 く環境には、極めて厳 しいものがある。

取 り分け大型店の出店、消費者ニーズの多様化などにより、中心商店街を始めとした専門

店、小売店の売上が低迷 している。この対応策として、各地においては商店街の再開発等の

大規模なプロジェク トが計画されており、有効な手段 として注目されている。 しか し、専門

店、小売店 は、 自助努力による顧客サービスの充実を商売の基本に据える必要があり、 その

ためには、消費者ニーズを的確に捉え、顧客を固定化することが最 も重要であると考え られ

る。

こうしたことか ら㈱ニューメデ ィア徳島(NMT)で は、顧客情報データベースを構築 し、

地域に密着 した情報サービスを行い、集客力の増大を図るとともに、消費者ニーズの先取 り、

掘 り起 こし等に活用 し小売店の売上増を目指すこととした。

当面は、銀行 のキャッシュカー ドで買物ができる情報 システム(デ ビッ トカー ドシステム

または通称銀行POSと 呼ばれるシステム)を 導入 し、従来はいちげんの客であった現金客

の情報を把握する。

1.1.2デ ータベース構築の目的

いま情報化は、大都市から地方都市へ、大企業か ら中小企業へ と長足の勢いで進んでいる。

徳島市の中小小売業者にとっても、情報化を前向きに検討 し、今後予測される厳 しい自由競

争の時代に向けミ共同で情報武装を進めてい く必要がある。

その第一歩 として、徳島市の中心商店街で、消費者がキャッシュカー ドを使 って土、日、

夜間で も買物ができ、また小売店にとっては、顧客の拡大 ・固定化や現金事務の省力化など

が期待できる、商業情報 システム(ビ ッ トシステムと称する。)の 実験 ・導入と、 これを活

用 した顧客サービスの充実のためのデータベースの構築を行い、徳島市小売商業の活性化を

目指そうとするものである。
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1.2実 施内容

1.2.1ビ ットシステムの概要

ビットシステムは、複数金融機関相乗りの銀行POSシ ステムの活用 と買物金額が一定金

額に達 した顧客に対 して行 うサービス(ポ イントサービス)と で構成 される中小商業振興情

報 システムである。

(1)銀 行POSシ ステム

この銀行POSシ ステムとは、銀行と小売業者が協定 して、銀行のキャッシュカー ドで買

物ができるようにする仕組みである。大蔵省の銀行POSの 定義は 「金融機関のコンピュー

タと通信回線で接続 した販売者の占有 ・管理する端末機などを使 って販売者が売上代金を購

買者の預金口座か ら自己の預金口座に振り替えることを金融機関に依頼 し回収するシステム」

となっている。つま り、顧客に銀行のキャッシュカー ドを買物時点で呈示 してもらい、その

カー ドを端末機のカー ドリーダーに読み取 らせると、買物代金が即座に、または短時間で顧

客の預金口座か ら小売店の預金口座へ振 り込まれる仕組みである。

顧客にとっては、買物に行 くのに、わざわざ銀行に出向きお金を引き出さなくて もよいし、

一円玉や五円玉のわずらわ しい管理からも開放 される
。小売店にとっても、現金の取 り扱い

や釣銭、閉店後の現金計算など現金管理の省力化が可能 となるし、キャッシュカー ド決済な

らクレジット販売のような資金の立替 コス トも削減 される。 しかも、 キャッシュカー ドは確

実なIDカ ー ドになり、その顧客の買物歴等の情報収集が可能 となる。現金管理の省力化、

顧客情報の収集、現金回収 リスクの回避など、小売店に とってはメ リットの大きい仕組みと

いえる。

〔銀行POSシ ステム〕

アクセス

ポイ ン ト

銀行POS

専用端末機
図1-1
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② カウ ン トサ ービス システム

ビ

ッ
ト
券

で
買

物

カウン トサービス負担金

(売上高の2%)

日 岡 岡

顧
客
情
報

の
提
供

請
求
書
発
送

図1-2

① ㈱:ユ ーメデ ィア徳島(NMT)が ビッ トシステム推進協議会(ビ ッ ト(協))の 依頼

を受け、銀行別(カ ー ド別)売 上データをもとに、カウン トサービス負担金 として買物金

額の2%に 相 当する額を加盟店ごとに請求する。そのうち、1.25%は 利用者への還元

のためのビッ ト券交付基金とし、残り0.75%は ビット券郵送費 ・事務費及びイベ ント

費に充てるための基金に繰り入れるシステムを構築する。

なお、加盟店で回収 したビット券は加盟店の請求によ りビッ ト(協)に おいて換金を行

う。

②NMTは ビット(協)の 依頼を受け、1ヶ 月単位で加盟店 ごとに、カー ド利用者の銀

行名、利用金額、買物年月日、時刻等のデータを加工 して、各加盟店に提供する。

③ また、 ビッ ト(協)の 依頼を受け、カー ド利用(買 物)金 額を利用者ごとに集計 し、そ

の合計金額が40,000円 に達 したときは、500円 相当のビット券(加 盟店共通の買

物券及びイベ ント参加券)を 利用者に郵送する。

(3}端 末機

NMTが リース会社 と契約 し、各店舗に備え付ける銀行POS専 用端末機(CT-90)

のリース受ける。NMTは 、その端末機を加盟店へ再度 リースする。

したがって、加盟店 はNMTと 転 リース契約を結ぶこととなる。
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㈲ キャンペーン(シ ステム普及拡大)事 業

ビットシステムは、カー ド売 り上 げの一定率を積立て、 これを消費者還元 していくことが

特徴となるが、 システムの1導 入期(^ご1年)、 皿定着期(2～3年)及 び皿発展期(2～

5年)に 分け

① 特別キャンペーン … オープニングイベン ト、○周年記念 イベ ント

② 共同キャンペー ン… 年間計画をたて継続的に実施する

③ 独自キャンペー ン… 加盟店が任意に実施する

をそれぞれ組み合わせ、'システムの普及拡大事業を実施する。
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1.2.2デ ータベースの登録情報

今回のシステムで構築されるデータベースは、主として徳島市中心商店街を訪れる顧客に

関する情報(住 所 ・氏名 ・性別 ・生年月 日 ・電話番号)と 、その顧客の商店街における銀行

POS利 用による購買情報(購 買 日時 ・購買店 ・購買金額)、 それに銀行POSを 利用でき

る加盟店の情報(商 店名 ・所在地 ・代表者名 ・電話番号)及 び参加金融機関の情報(銀 行名

・支店名 ・所在地 ・電話番号)に よって構成され
、これらの情報を一元的に蓄積、管理する。

〔構成図〕

加盟店情報

(商店名 ・所在地 ・代表者名 ・電話番号)

顧客情報

(住所 ・氏名 ・性別 ・生年月 日 ・電話番号)

購買情報

(購買日時 ・購買店 ・購買金額)

(銀行名 ・支店名 ・所在地 ・電話番号)

図1-4

島 市 中

業 振

タ ベ

1.2。3

(1)

データベースめ構造

ファイルシステムの選定

データベースは、多 くのデータファイルを合理的に無駄のないようにまとめ、データを構

造化 して、各データの検索や更新などを効率よ く行わせるためのシステムである。

現在のところデータベースのファイルシステムとしては、実世界の情報群を計算機内部で

モデル化するためのデータ構造(表 現方法)に より、データ実体を レコー ドで、データ間の

関連を木構造あるいはネットワーク構造で表現する構造型データベースと、データ実体及び

デs・一夕間の関連を表形式で表現するリレーショナル型データベース(RDB)に 大別 される。

今回構築する 「徳島市中小商業振興データベース」は、以下の理由によりリレーショナル

型のデータベースファイル システムを採用することとした。

① システムの変更が容易である。

② 操作が簡単である。

③ 即時性がある。

④ 導入が容易である。
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② データベースの構成

『徳島市中小商業振興データベース」は、登録するデータの属性から4種 類のサブデータベ

ースに分かれてお り、それらは 『ビッ ト会員管理 システム」によって管理、運用されている。

徳島市中小商業振興データベース

ビット会員管理

シ ス ァ ム

加盟店

DB

金融機関

DB

① 会員データベース

会員データベースは 「徳島市中小商業振興データベース』の基幹 となるもので、徳島

市の中小商店街を訪れる顧客の基本情報(住 所、氏名、性別、生年月 日、電話番号等)

及び買上情報(買 上金額累計、買上件数、当月買上金額、当月買上件数等)を 集積 した

データベースでる。

② 加盟店データベース

加盟店データベースは、銀行POSを 利用で きる加盟店の情報(商 店名、所在地、代

表者名、電話番号等)を 集積 したデータベースで、各種統計資料の作成時に使用する。

③ 売上 ・赤伝データベース

売上 ・赤伝データベースは、会員の購買情報(購 買日時、購買店、購買金額等)を 集

積 したデータベースで、会員データベースと結合 して使用する。

④ 金融機関データベース

金融機関データベースは、参加金融機関本支店の情報(銀 行名、支店名、所在地、電

話番号等)を 集積 したデータベースで、主に口座振替データ作成時に使用 される。
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1.2.4「 ビッ ト会員管理 システム』の開発

「徳島市中小商業振興データベース」の効率的な運用を図るため
、次に説明する 「ビット

会員管理 システム」を開発 した。

(1)中 小商店街の現状、要件分析

徳島市中小商業振興データベース」の構築のため計画段階で商店街に対 して行 った要件調

査等か ら、現在 の商店街において顧客情報を活用 してい く上での問題点やニーズを分析 し、

データベースを運用 ・管理を行 うため開発する 「ビッ ト会員管理 システム」に求められる主

要機能(業 務目標)、 サポー ト範囲、入出力要件を明らかに し、 「ビ ット会員管理 システム」

の業務機能(シ ステム要件)を 設定 した。

① 日時業務

② 月次業務

③ 集計データの出力業務

④ プレミアム還元業務

② ビ ット会員管理 システムの設計

中小商店街の現状、要件分析により設定 した主要機能、入出力、マスタファイルの概略を設

定 し、これ らを もとに対象業務や動作形態をキーとして システム全体を6種 類のサブシステム

に分割 した。

サブシステム分割
マスタファイル管理 サブシステム

買 上 デ ー タ 入 力 サブシステム

月 間 売 上 集 計 サブシステム
ビ ッ ト 会 員 管 理

シ ス テ ム

会 員 買 上 管 理 サブシステム

加 盟 店 売 上 管 理 サブシステム

口 座 振 替 依 頼 サブシステム

図1-6
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1.2.5運 営体制

ビットシステム推進協議会(ビ ット(協))は 、 「商業情報 システム実験事業」に参加す

る商業者で組織する団体である。 ビッ ト(協)の3大 事業 として、 「情報化実験事業」、 「

システム普及事業」及び 「共同キャンペー ン事業」を行う。

〔ビッ トシステム推進協議会〕

図1-7

総会は役員及び会員によって構成され、毎年1回 定例会を開催 し、必要に応 じて臨時会を

開催する。総会においては、事業計画、収支予算、事業並びに決算の承認、役員の選任等の

重要事項を審議する。

また、役員会 は、会長、副会長及び理事並びに部会長をもって構成 され、総会への提出議

案、また、総会で審議される以外の事項の審議、承認を行 う。

加盟店拡大委員会、ビッ ト会員拡大委員会及び販売促進委員会は、それぞれ加盟店の拡大

関係、 ビット会員の拡大関係及び販売促進関係について審議するプロジェク トチームであり

会員によって構成される。各委員会での審議事項は、軽微なものについては、役員会で承認、

され、重要事項については、役員会を通 じて、総会で承認されることになる。
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1.3今 後の課題 と対応策

1.3.1デ ータベースの有効活用のための課題

{1)ビ ッ トシステム利用率の低滞

1.2.5の 運営体制によって推進 してきたビットシステムであるが、期待 した程の利用が得

られず、データの蓄積量は、データベースを有効に活用するには不十分な状況となっている。

小売店を訪れる現金客(キ ャッシュホルダー)の うちのほんの一部にすぎない情報を基に

したデータベースでは、その活用も大きくは期待できない。

(2)事 業運営の困難性

今後 ビットシステムは、参加加盟店の会費(年 会費2万 円)に 運営資金の基礎を置いた経

営をしていかなければならない。

ビッ トシステムの充実及び普及拡大を図 ってい くには、参加加盟店 の会費のみでは、資金

面で事業推進に支障をきたしかねない。ビッ トシステムの低滞がこのまま続けば必然的にデ

ータベースもデータ量の少なさから活用の道 も閉ざされてしまう
。

{3)シ ステムカバ リングの限界

ビットシステムの即時決済機能(決 済の無現金化を特徴 とする)は 、 クレジットカー ドシ

ステムに一部取 り込まれていると考え られる。それは、急増 しているクレジッ トカー ドのマ

ンス リー ・クリア方式を、現金と同等の感覚で支払手段として利用 していることに現れてい

る。

また、キャッシュレス化が進展する中、あ くまで現金支払いにこだわる層 も根強 く残 って

いる。

さらに、前払方式(プ リペイドカー ド)の 要求 も高まりつつある。

上記のとおり「、現在のビッ トシステムは、消費者の購買活動のほんの一部 しかカバーして

お らず(銀 行のキャッシュカー ドを使用 しての買物のみ)、 急増するクレジッ トカー ド、根

強 く残る現金支払及び要求が高まりつつあるプリペイ ドカー ドによる消費者情報 は、現在の

データベースに反映されていない。
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1.3.2

(1)

)2(

)3(

データベースの有効活用に向けての対応策

ビットシステムの魅力アップ

ビットシステムはスター トしたが、 「加盟店が少ない」

システムの拡大に対する消費者の要望は非常に強い。

「私 のカー ドが使えない」な ど、

このため、加盟店を増や し、金融機関を拡げることが急務である。カウン トサービスに し

て も、恋人や友達の使 うカー ドの買物金額すべてを合計 して判定することもできるようにす

べきである。

また、ビット券の交付に替えて、ビット券相当額を 「水 と緑の基金」に寄付するシステム

なども取り入れる必要がある。 これによりビットシステムによる買物を通 して、水 と緑を生

か した徳島のまちづ くりにも参加できることになる。

さらに、割 り戻 し率を各加盟店の選択にまかせ、各加盟店 の自由競争を認めることにより

カウントサービスの活性化を図っていく必要がある。

データの捕捉をスムーズに

現在、ビットシステムの利用データについては、加盟金融機関か ら翌月上旬に1ヵ 月分を

まとめてフロッピーディスクまたはペーパーでもらっている。

これを、各加盟店のビッ ト端末に利用データを蓄積 し、閉店後 これらの端末か ら直接NM

Tへ1日 分のデータを吸い上げることとし、金融機関主導のビットシステムか ら少 しでも加

盟店のビットシステムへ と傾斜させ、データの捕捉を確実に、かつスムーズにする必要があ

る。

また、現状のビットシステムでは、金融機関のホス トがオフライン時には利用時間がつか

めない(CAFISの 代行処理のバ ックデータは利用時間が含まれていない)な ど不十分な

ものとなっているが、利用時間などの必要データをビッ ト端末に蓄積することにより、 これ

らの問題も一挙に解決することとなる。

ビットシステム事業基盤の確立

後払いシステムのクレジットカー ドについては、既に全国的に普及 してお り、徳島の専門

店において も全売上額に占める割合が平均10%を 超える迄になり、その割合は年々増加の

傾向にある。

現在、このクレジッ トカー ドの処理は、加盟店信用照会端末機(CAT)の 有無にかかわ

らず、売上伝票を各 クレジット会社に送付するという、ペーパーを介在 した個別(加 盟店別)

決済処理となっている。

ここで、ビットシステムの事業基盤を確立するため、NMTが 加盟店を取 りまとめ、現在

の個別決済処理から一括電子決済処理へ と切 り替え、 この一括電子決済処理 と引換えに、各

クレジット会社から手数料を引き下げさせ、 この引き下 げ分をビットシステムの運営費用に

充てるべ く、NMTの 収益に計上 しようとするものである。

具体的には、各加盟店設置のビッ ト端末にクレジッ トカー ドの利用データを蓄積 し、NM

Tで 毎夜 これを吸い上げ、各 クレジッ ト会社 と一括電子決済を行 うものである。
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㈲ 現金客、 クレジッ トカー ド客及びプリペイ ドカー ド客の取 り込み

キャッシュカー ドによる利用情報のみをベースとした現在のデータベースでは、その活用

もごく限 られたものにならざるを得ない。

このため、まず現在のキャッシュカー ドの利用率の向上を図るとともに、現金支払客の情

報の取 り込みを急 ぐ必要がある。

具体的には、 ビット会員に対 し、会員証 となるビ ットカー ドを発行 し、現金支払いの際 こ

のビットカー ドを読み込ませ る。

これにより、現金支払客の買物情報は、ビット端末に蓄積され、閉店後 これ らの端末から

直接NMTへ 吸い上げられ、データベースに格納きれ ることとなる。

次に現金感覚で使われている汎用広域クレジットカー ドによる買物情報の取 り込みである。

この場合には、 クレジットカー ドと一緒にビットカー ドを読み込ませる。 ビッ ト端末に蓄

積 されたクレジッ トカー ド情報とビットカー ド情報 とを リンケージして、データベースに格

納することとなる。

また、地域密着型のエ リア限 定のクレジットカー ドやプ リペイ ドカー ドには、消費者の他

地域流出を防 ぐ消費者囲い込みの目的があるが、 これ らのカー ドを発行するには、運営等に

関するかなりのノウハウ等が必要となる。

このため、カー ド事業運営に係るノウハウ等の蓄積を睨みなが ら、ビットカー ドにこれ ら

の機能を順次付加 してい くべきである。
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2本 編

2.1背 景と目的

2.1.1デ ータベース構築の背景

昨今の中小商業 ・サービス業を取 り巻 く環境には、極めて厳 しいものがある。

取り分け大型店の出店、消費者ニーズの多様化などにより、中心商店街を始めとした専門

店、小売店の売上が低迷 している。 この対応策 として、各地においては商店街の再開発等の

大規模なプロジェク トが計画 されており、有効な手段として注目されている。 しか し、専門

店、小売店は、自助努力による顧客サービスの充実を商売の基本に据える必要があり、その

ためには、消費者ニーズを的確に捉え、顧客を固定化することが最も重要であると考 えられ

る。

こうしたことか ら㈱ ニュ'一メディア徳島(NMT)で は、顧客情報データベースを構築 し、

地域に密着 した情報サービスを行い、集客力の増大を図るとともに、消費者ニーズの先取 り、

掘 り起こし等に活用 し小売店の売上増を目指すこととした。

当面は、銀行のキャッシュカー ドで買物ができる情報 システム(デ ビッ トカー ドシステム

または通称銀行POSと 呼ばれるシステム)を 導入 し、従来 はいちげんの客であった現金客

の情報を把握する。

2.1.2デ ータベース構築の目的

いま情報化は、大都市かち地方都市へ、大企業か ら中小企業へ と長足の勢いで進んでいる。

徳島市の中小小売業者にとって も、情報化を前向きに検討 し、今後予測 される厳 しい自由競

争の時代に向げ、共同で情報武装を進めてい く必要がある。

その第一歩として、徳島市の中心商店街で、消費者がキ ャッシュカー ドを使 って土、日、

夜間でも買物ができ、また小売店にとっては、顧客の拡大 ・固定化や現金事務の省力化など

が期待できる、商業情報システム(ビ ッ トシステムと称する。)の 実験 ・導入 と、 これを活

用 した顧客サービスの充実のためのデータベースの構築を行い、徳島市小売商業の活性化を

目指そうとするものである。
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2.2実 施内容

2.2.1ビ ットシステムの概要

ビットシステムは、複数金融機関相乗りの銀行POSシ ステムの活用 と買物金額が一定金

額に達 した顧客 に対 して行 うサービス(ポ イントサービス)と で構成 される中小商業振興情

報 システムである。

(1)銀 行POSシ ステム

この銀行POSシ ステムとは、銀行 と小売業者が協定 して、銀行のキャッシュカー ドで買

物ができるよ うにする仕組みである。大蔵省の銀行POSの 定義は 「金融機関のコンピュー

タと通信回線で接続 した販売者の占有 ・管理する端末機などを使って販売者が売上代金を購

買者の預金口座から自己の預金口座に振 り替えることを金融機関に依頼 し回収するシステム」

となっている。つまり、顧客に銀行のキャッシュカー ドを買物時点で呈示 してもらい、その

カー ドを端末機のカー ドリーダーに読み取 らせると、買物代金が即座 に、または短時間で顧

客の預金口座か ら小売店の預金口座へ振り込まれる仕組みである。

顧客 にとっては、買物に行 くのに、わざわざ銀行に出向きお金を引き出さな くてもよい し、

一円玉や五円玉のわず らわしい管理か らも開放される
。小売店にとっても、現金の取り扱い

や釣銭、閉店後の現金計算など現金管理の省力化が可能 となるし、キャッシュカー ド決済な

らクレジット販売のような資金の立替コス トも削減される。 しか も、キャッシュカー ドは確

実なIDカ ー ドになり、その顧客の買物歴等の情報収集が可能となる。現金管理の省力化、

顧客情報の収集、現金回収 リスクの回避など、小売店にとってはメ リッ トの大 きい仕組みと

いえる。

〔銀行POSシ ズテム〕

アクセス

ポイ ン ト

銀行POS

専用端末機

図2-1
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システ ム方式 として は、24時 間稼動 のNTTのCAFIS(CreditandFinanceInfor

mationSystem)セ ンターを使 ってデ ータ交換 を行 う。 これによ って、金融機 関の営業時間

を はじめ、夜間 ・日曜 ・祝 日を問 わず買物 がで きることにな る。

①CAFISセ ンターとは、NTTデ ータ通信株式会社が提供 しているクレジット情報デ

ータ通信 システムのことで、銀行 のコンピュータ稼動中には、データの各銀行へ仲介役を

なすとともに、夜間 ・休日の間 は、銀行の時間外データ処理を代行する。

② 端末機のCT-90(NTTデ ータ通信株式会社製) 、は、電話回線を介 して、銀行PO

Sサ ービスを行 うCAFISセ ンターとの接続専用端末であり、最大50の 金融機関(カ

ー ドの識別ができる)と 接続ができる
。

また、クレジット機能の付加 も可能である。

③ キャッシュカー ドの利用時間 は下表のとおり、 日曜、祝 日を問わず午前9時 か ら午後10

時までとする。

また、銀行の営業時間内の買物限度額は口座残高内、営業時間外の買物限度額は10万円

とする。

表2-1買 物 限 度 額

区 分 営 業 時 間 内 営 業 時 間 外

平 日 午前9時 ～ 午後7時 午後7時 ～ 午後10時

土曜日 午前9時 ～ 午後2時 午後2時 ～ 午後10時

日曜 ・祝 日 午前9時 ～ 午後10時

買物限度額 口座残高内、

の90%ま で

総合口座は定期預金

し

10万円貸越、翌営業日に引き落と
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また、顧客の口座か らの引き落とされる日と、加盟店へ入金 される日は次のとおりとなる。

表2-2

買 物 時 顧客の口座か らの引落 加盟 店 口座 へ の入金

①水曜 日(平 日)

午前9時 ～ 午後7時 水 曜 日 木 曜 日

②水曜日(平 日)

午後7時 すぎ ～ 午後10時 木 曜 日 金 曜 日

③金曜日(平 日)

午後7時 すぎ ～ 午後10時 土 曜 日 月 曜 日

④土曜日

午前9時 ～ 午後2時 土 曜 日 月 曜 日

⑤土曜日

午後2時 すぎ ～ 午後10時 月 曜 日 火 曜 日

⑥日曜日

午前9時'～ 午後10時 月 曜 日 火 曜 日

⑦祝祭日

午前9時 ～ 午後10時 翌 営 業 日 翌 々 営 業 日
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〔ビットシステム関連図〕

ビッ トシステム

推 進 協 議 会

ビット券送付

DM等 の代行

㈱ ニュー メデ ィア徳 島

顧客情報の提供ほか

利 用 情 報 の

集 積 ・ 加 工

顧 客

買物

日 →
CASH

CARD

e ＼
一加 盟 店一

/
CT-90

一 金 融 機 関 一

一 〔口座振替〕

一(()〕
顧 客 小売店

口 座 口 座

))

CAFIS

セ ン タ ー

銀行POS

専用端末機

図2-2

(店頭での操作手順)

① 顧客が買物の際、加盟店でキャッシュカー ドを呈示する。

② 加盟店は専用端末機に売上合計を入力 し、キャッシュカー ドを読み込ませた後、顧客に

暗証番号を入力 して もらう。

③CAFISセ ンターで 自動的に照合が行われ、OKで あれば電話回線を通 じて取 引デー

タが金融機関に送 られ、顧客の口座か ら売上合計額が引き落 とされる。

④ 取引が終了すると、専用端末機か ら売上伝票が打 ち出される。
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② カ ウ ン トサ ー ビス システム

ビ

ッ
ト
券

で
買

物

カウン トサービス負担金

(売上高の2%)

日 岡 呂

顧
客
情
報

の
提
供

請
求
書
発
送

図2-3

①NMTが ビ ット.システム推進協議会(ビ ット(協))の 依頼を受け、銀行別(カ ー ド別)

売上データを もとに、カウン トサービス負担金 として買物金 額の2%に 相当する額を加

盟店 ごとに請求する。そのうち、1.25%は 利用者への還元のためのビット券交付基金

とし、残り0.75%は ビット券郵送費 ・事務費及びイベン ト費に充てるための基金に繰

り入れるシステムを構築す る。

なお、加盟店で回収 したビット券は加盟店の請求によりビッ ト(協)に おいて換金を行

う。

②NMTは ビ ット(協)の 依頼を受け、1ヶ 月単位で加盟店 ごとに、カー ド利用者の銀

行名、利用金額、買物年月日、時刻等のデータを加工 して、各加盟店に提供す る。

③ また、ビッ ト(協)の 依頼を受け、カー ド利用(買 物)金 額を利用者ごとに集計 し、そ

の合計金額が40,000円 に達 したときは、500円 相当のビット券(加 盟店共通の買

物券及びイベ ント参加券)を 利用者に郵送する。

この場合、加盟店の店頭において、

ア.利 用者が持つ複数の金融機関のカー ドの買上合計額(そ の合計金額が40,000円

に達 した場合)に よってビット券を希望する場合

イ.利 用者の家族の使 うカー ドの買上合計額によってビッ ト券の交付を希望する場合は、
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全加盟店備付けの用紙に、カー ド利用者の住所、氏名、合計するカー ドの口座番号(イ

ンプリンターにより写 し取る)を 記入 してもらい、NMTで 名寄せ処理(シ ステム対応)

を行い、利用者の望む行 き届いたサービスとして、 システムの向上を図るものとする。



(3)端 末機

NMTが リース会社 と契約 し、各店舗に備え付ける専用端末機(CT-90)の リースを

受ける。NMTは 、 その端末機を加盟店へ再度 リースする。

したがって、加盟店はNMTと 以下のとお り転 リース契約を結ぶことになる。

転リース契約書

平成 年 月 日

徳島市福島1丁 目8番22号

転貸人(甲)株 式会社ニューメディア徳島

代表取締役社長 布 川 隆 美

転借人(乙)住 所

氏名

上記の者は下記のとおり契約 します。

この契約の成立を証するため本書2通 を作成 し、甲、乙が各1通 を保有 します。

(転 リース契約の趣旨)

第1条 甲は、甲が指定する別表(以 下単に 「表」 という)(1)記 載のリース会社

(以下 「リース会社」という)と の間で締結するリース契約(以 下 「リース契約」

という)の 目的物件を乙に転 り一ス(転 貸)し 、乙はこれを転借 します。

リース契約により、 リース会社は、甲が指定する表②記載の売主(以 下 「売主」 と

いう)か ら、甲が指定する表(3)記載の目的物件(以 下 「物件」という)を 買い受け

て甲にリース⑳(賃貸)し 、甲はこれを借 り受 けます。

② この契約 は、 この契約に定める場合を除 き解除することはできません。

(物件の引渡)

第2条 物件 は、売主から表(4)記載の場所に搬入 されるものとし、乙は、物件が搬

入されたときは、引渡のときまで善良な管理者の注意を もって乙の負担で売主のた

めに物件を保管 します。

② 乙は、搬入 された物件について直ちに乙の負担で検査を行い、瑠疵のないことを

確認のうえ、物件受領書を甲に交付するものとし、これを もって物件が引渡 された

ものとします。

③ 乙が不当に物件の引渡を拒んだり、遅らせたりしたときは、第18条 の規定に基づ

き、 この契約を解除 されても異議ないものとします。 この場合、売主か ら請求があ

ったときは、 乙は、売主に対 して損害賠償の責に任 じるものとします。

(物件の使用、保存)

第3条 乙は、前条による物件の引渡を受 けたときか ら表(4)記載の場所において物

件を使用で きるものとします。
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この場合、乙は、通常の業務のため、善良な管理者の注意をもって使用するものと

し、使用に際 しては、法令の定め、官公庁等の規則、指示を遵守 します。

② 乙は、物件が常時正常な使用状態および充分に機能する状態を保つよう保守、点

検、整備を行 うものとし、物件が損傷を受けたときは、その原因のいかんを問わず

修繕、修復を行い、その費用一切を負担 します。 この場合、甲は、何 らの責を負わ

ないものとします。

(転 リース期間)

第4条 転 リース期間は表(5)記載のとお りとします。

(転 リース料)

第5条 乙は、甲に対 し転 リース料を表(6)記載のとお り支払います。

(物件の所有権等表示)

第6条 甲は、物件にリース会社の所有権及び甲の管理権を明示する標示、標識 な

どを設置ない し貼付することができます。また、乙は、甲か ら要求があったときは、

前記の標示、標識などを設置ないし、貼付するものとします。

② 乙は、物件の返還までの間、前項の状態を維持するものとします。

(物件の所有権侵害の禁止等)

第7条 乙は、物件を第三者に譲渡 したり、担保に差入れたり、その他 リース会社

の所有権または甲の管理権を侵害するような行為を しないものとします。

② 乙は、甲 の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為を しないものとします。

1.物 件を他の不動産、動産に付着させること。

2.物 件について改造、加工、模様替をするなどその原状を変更すること。

3.物 件を第三者に再転貸すること。

4.物 件の占有を移転 したり、物件を表(4)記載の場所か ら移動すること。

5.こ の契約に基づ く乙の権利、地位を第三者に譲渡すること。

③ 物件に付着 した他の物件 の所有権 は、 リース会社が書面により乙の所有権を認め

た場合を除き、すべて無償で リース会社に帰属 します。

④ 第2項 に基づいて、物件を不動産に付着させる場合において、乙は、事前に不動

産の所有者などから、物件がその不動産に附合せず、かつ物件を不動産から離脱さ

せる場合に不動産に生ずる損傷につき、 リース会社に対 し何 らの修補、損害賠償請

求を行わない旨の書面を提出させます。

⑤ もし、第三者が物件について権利を主張したり、保全処分や強制執行などにより

リース会社の所有権または甲の管理権を侵害するおそれがあるときは、乙は、 この

契約書を提示 し、物件が リース会社の所有であること及び甲の管理するものである

ことを主張証明 して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を甲に通知

します。

(物件の点検等)

第8条 甲または甲の指定 した者が、物件の現状、稼働、保管状況を 自ら点検、調
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査することを求めたとき、または、これ らに関する報告を求めたときは、乙は、こ

れに応 じるものとします。

(営業状況の報告)

第9条 乙は、甲か ら要求があったときは、その事業の状況を説明 し、毎決算期の

計算書類その他甲の指定する関係書類を甲に提出します。

(通知 ・報告事項)

第10条 乙は、住所を移転 したとき、代表者を変更 したとき、事業の内容に重要な

変更があったとき、または、第18条 第1項 第2号 ないし第5号 の事実が発生 し、ま

た、そのおそれがあるときは、その旨を書面で甲に通知 します。

(費用負担等)

第11条 この契約の締結に関する費用、およびこの契約に基づ く乙の債務履行に関

する一切の費用 は、乙の負担とします。

② 固定資産税 はリース会社が負担 します。ただし、転 リース期間申に固定資産税額

が増額された場合には、乙は、甲の請求により、直ちにその増額分を転 リース料と

は別に甲に支払います。

この場合、甲は、甲に支払われたこの増額分をリース契約に従い、直ちに リース会

社に支払います。

③ 消費税額は乙の負担 とします。別表記載の消費税額はこの契約の成立 日の税率に

より計算 したものであり、消費税額が増額された場合には、乙は甲の請求により、

直ちにその増額分を甲に支払います。

④ 固定資産税および消費税以外に物件の取得、所有、保管、使用および この契約に

基づ く取引に課 され、又は課 されることのある公租公課は、名義人のいかんにかか

わ らず乙が負担 します。

⑤ 乙は、前項による諸税を甲が負担することとなったときは、その支払の前後を問

わず、甲の請求により直ちにこれを転 リース料とは別に甲に支払います。

(相殺禁止)

第12条 乙は、 この契約に基づ く債務を、甲または甲の承継人に対する債権をもっ

て相殺することはできません。

(物件の保険)

第13条 甲は、 リース会社が、物件に対 しリース期間中継続 して、表{7}記載の保険

をつける旨を リース契約に定めます。

② 物件にかかる保険事故が発生 したときは、乙は直ちにその旨を甲に通知 し、かつ

甲の指示に従い、保険金受取 りに必要な一切の書類を遅滞なくリース会社に交付 し

ます。

⑧ 前項により、保険金がリース会社に支払われた場合は、次め各号の場合に応 じ、

当該各号の定めに従います。

1.物 件が修理可能の場合には、甲 は、乙が第3条 第2項 の規定に従い、物件を修
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繕、修復 した場合に限り、保険金を乙に支払 うようリース会社に求めます。

2.物 件が滅失 し、または穀損 して修理、修復不能の場合には、乙はリース会社に

支払われた保険金額を限度 として、当該物件にかかる第16条 第1項 の債務の支払

を免れます。

(物件の瑠疵等)

第14条 天災地変、戦争、その他の不可抗力な らびに、運送申の事故、労働争議、

法令の改廃、売主またはリース会社の都合、 その他甲に故意または重大な過失が認

められない事由によって、物件の引渡 しが遅延 し、または不能になったときは、甲

は、一切の責任を負わないものとします。

② 物件の規格、仕様、品質、性能、数量、および物件に関するソフ トウェア等に隠

れた瑠疵があった場合においても、甲 は、一切の責任を負わないものとします。

③ 第1項 および第2項 の場合において、乙が、甲に対 し書面で請求 した場合は、甲

はリース会社に対 し、売主に対する請求権を乙に譲渡するよう請求 します。

なお、甲は、 リース会社の売主に対する売買契約解除権および物件の譲渡について

は、 この契約第18条 に基づ く乙の甲に対する規定損害金相当額の譲渡代金の支払を

受けるのと引換えにリース会社に請求す るものとします。

この場合、甲は、本項の譲渡にかかる諸権利の存否、ならびに売主及び リース会社

の履行を担保 しないものとします。

④ 前項で乙が甲に対 し書面で請求 した場合においても、甲および リース会社が相当

と認め乙に対 し要求 した場合 は、乙は、売主に対 し直接請求(た だし、 リース会社

と売主 との間の物件にかかる売買契約の解除の解除権の行使を除きます)し ます。

ただし、 この場合、甲は、乙の請求権の行使について、甲が必要 と認める範囲内で

協力を しますb

⑤ 乙は、第3項 および前項に基づいて、売主に対 し権利を行使する場合(た だし、

解除権行使の場合を除 く)に おいても転 リース料の支払い、その他 この契約に基づ

く債務の弁済を免れることはできません。

(物件使用に起因する損害)

第15条 物件自体または物件の設置、保管、使用によって、第三者が損害を受 けた

ときは、その原因のいかんを問わず、乙の責任 と負担で解決 します。

この場合、乙および乙の従業員が損害を受 けた場合も同様とします。

② 前項の場合において、甲が賠償の支払いを余儀なくされた場合、乙は甲の損害を

補償 します。

(物件の滅失、穀潰)

第16条 物件が滅失、盗難、または殿損、損傷 して修理不能 となったときは、乙は甲

に対 して書面でその旨を通知 し、その原因のいかんを問わず、直ちに表(8)記載の規

定損害金(転 リース期間が1か 月経過するまでは基本額その後は転 リース期間が1

か月経過することに一定額を逓減 した金額)を 甲に支払います。
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② 前項の支払がなされたとき、この契約は終了します。

(権利の移転等)

第17条 甲は、 この契約に基づ く権利を第三者に担保に入れ、 または譲渡すること

ができるもの とし、乙はこれについてあ らか じめ承諾 しま した。

② 甲は、 この契約による権利を守り、回復するため、または第三者より異議苦情の

申立を受 けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、物件搬出費用、弁護士

報酬等一切の費用を乙に請求できます。

(契約違反)

第18条 甲は、乙が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず通知によ

りこの契約を解除できます。

1.転 リース料の支払を1回 でも怠ったとき。

2.支 払を停止 したとき、または、小切手もしくは手形の不渡を1回 でも発生させ

たとき。

3.仮 差押、可処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、また

は整理、和議、破産、会社更生などの申立があったとき。

4.営 業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止、その他業務継続不

能の処分を受 けたとき。

5.経 営が相当悪化 し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があると

き。

6.物 件について必要な保存行為をしないとき。

7.こ の契約以外の甲に対する金銭債務の支払を1回 でも怠ったとき。

8.こ の契約の条項または甲 との間のその他の契約条項の一つにで も違反 し、甲が、

5日 間の期間を定めてその違反の是正を催告 したにもかかわ らず、前記期間内に

乙がこれに応 じないとき。

② この契約が解除されたときは、乙は第21条 の規定に基づ き、物件を甲に返還 し、

併せて表(8)記載の規定損害金を甲に支払います。

(遅延損害金)

第19条 乙は、第5条 の転 リース料、第18条 の債務その他 この契約に基づ く金銭の

支払を怠 ったとき、または甲が乙のための費用を立替払い した場合に立替金の償還

を怠ったときには、支払うべき金額に対 し支払期日、又は立替払日の翌 日からその

完済にいたるまで、表⑨記載の割合による遅延損害金を甲に支払います。

(再転 リース)

第20条 転 リース期間満了の3ヶ 月前までに乙が甲に対 し予告 した場合には、甲は、

リース会社及び乙と物件について新たな転 リース契約の締結に向けて協議 します。

この場合、甲は リース会社の履行を担保 しないものとします。

(物件の返還および清算)

第21条 この契約が転 リース期間の満了、解除により終了 したときには、乙は、物
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件の通常の損耗 と第7条 によって甲が認めたものを除き、直 ちに乙の負担で物件を

原状に回復 したうえ甲の指定する場所に送付 して返還 します。

② 物件の返還が遅れた場合に、甲か ら要求があったときは、乙は返還完了まで、遅

延日数に応 じリース料相当額の損害金を甲に支払うほか、 この契約に諸条項に従い

ます。

③ 乙が物件の返還を遅延 した場合において、甲(ま たは、甲の指定する者)に よる

所在場所からの物件の引揚げについて、乙は、 これを妨害 したり、拒むことはでき

ません。

④ 転 リース期間の満了以外の事由により、物件が返還されたときは、甲は、甲の選

択により物件を相当の基準に従 って評価するか、または相当の価額で処分 し、評価

額あるいは処分額からおのおの評価または処分に要 した一切の費用、および甲が相

当の基準に従 って評価した転 リース期間満了時における物件の見込残存価値を差引

いた金額を第18条 の規定損害金が全額支払われた場合に限 り同支払額を限度 として、

乙に返還 します。

(特約)

第22条 表ao)記載の特約は、 この契約の他の条項に優先 して適用され、 この契約 と

異なる合意は、 ここに記載するか、別に書面で甲、乙が合意 しなければ効力はない

ものとします。

(合意管轄)

第23条 甲 と乙は、 この契約について訴訟の必要が生 じたときは、甲の本店を管轄

する地方裁判所を管轄裁判所 とすることに合意 します。

(通知の効力)

第24条 第18条 の通知その他 この契約に関 し甲が乙に対 し発 した書面が、 この契約

書記載または、第10条 により通知を受けた乙の住所あてに差出されたにもかかわ ら

ず、乙に到達 しないときは、 この書面は発信後3日 をもって到達したものとします。

(公正証書)

第25条 乙は、甲から請求があったときは、乙の負担でこの契約を強制執行認諾条

項を付 した公正証書 とします。
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男日 表

(1)リ ー ス 会 社 XXXXリ ース株式会社

(第1条)

② 物 件 の 売 主 NTTデ ータ通信株式会社 四国支社

(第1条)

(3}物 件 簡易型銀行POS宅 内装置(CT-90)
(第1条)

各加盟店所在地
ω 物件の搬入 ・引渡

・使用場所

㈲ 転 り 一 ス 期 間 48ヶ月、ただし転 リース物件受領書記載の引渡日を始期

とします。

(第4条)

転 リース料

⑥ 転 リース料および 1ヶ 月当たり XXX円(※1)

その支払方法

(第5条) 支 払 方 法 乙指定の口座より毎月10日 に甲の預金口座
へ振替

σ}保 険 動産総合保険(た だし、地震、乙の故意または重大な過失その他

保険約款に定める免責条項に起因する損害につい
(第13条) ては、担保 しません。)

被保険者:リ ース会社

{81規 定 損 害 金 基本額XXX円(※2)

(第16条)

逓減月額 第24月まで(※3)
(第18条) 第25月以降(※4)

(9)遅 延 損 害 金 年14.6%

(第19条) 1年 に満たない端数機関については、365日 の日割り計算 とし

ます。

⑩ 特 約(第22条)
ビットシステム推進協議会の会員の場合 は、第24月(第24月 までに会員でな くなっ

た場合は、その月)ま での転 リース料を免除 します。

ただ し、 この特約 により第16条 及び第18条 の規程損害金の支払を免れることはでき

ません。

-

り
右
う
0
4

※

※

※

※

購入金額の2.5%程 度
物件購入価格×110%
物件購入価格×45%×1/24
物件購入価格×60%×1/24
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(4)キ ャンペーン(シ ステム普及拡大)事 業

① 基本方針

ビッ トシステムは、カー ド売 り上げの一定率を積立て、 これを消費者還元 してい く

ことが特徴 となるが、 システムの1導 入期(～1年)、E定 着期(2～3年)及 び皿

発展期(2～5年)に 分け

ア.特 別キャンペー ン … オープニ ングイベント、○周年記念イベン ト

イ.共 同キャンペー ン … 年間計画をたて継続的に実施する

ウ.独 自キャンペー ン・◆・加盟店が任意に実施する

をそれぞれ組み合わせ、 システムの普及拡大事業を実施する。

② カウントサービス

カー ド利用者の買物金額が合計4万 円に達すると額面500円 の金券を交付する。

これを 「ビット券」(A券)と 呼ぶ ことにす る。その財源としては、カー ド売り上げ

の一律2%を 積み立て、そのうち、1.25%を ビッ ト券、残 り0 .75%を 事務費

・イベン ト費とする
。

③ ビッ ト券

ビッ ト(協)でA券 、P券 の2種 類(色 別け等を行 って)を 発行する。

ア.A券 … 売り上 げ4万 円に対 して交付するビッ ト券、額面は500円 のみ。

イ.P券 ・・◆プ レミア用 として各加盟店がビッ ト(協)か ら買い取 り、セール期

間申などに(一 定額以上の買い物をしたカー ド利用者などに対 し)

プ レゼ ン トするビッ ト券、額面は100円 、200円 、500円 の

3種 類。

ビット券は加盟店全店共通の買物券として額面全額どお りの買い物ができる。また、

加盟店が回収 したビッ ト券 も加盟店の請求により額面どお りビット(協)で 換金する。

ビット券の使用方法(A券P券 共通)

ア.加 盟店のどの店で も額面の買い物ができる。

イ.一 定の枚数で各種イベントに参加することができる。(1/3～1/2の 費用をビ

ット券で負担すれば、旅行、コンサー ト等に参加できる。)

ウ.抽 選会に参加できる。(抽 選券の替わり)

エ.ビ ット券をカー ド利用者が使用できる期間(有 効期限)は 、発行 日の翌月か ら

起算 して1年(12か 月)と する。また、 ビット(協)で 換金できる期間は15

か月間 とする。

オ.預 金ができる。(将 来、実現できるよう検討する。)
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2.2.2デ ータベース構築 の作業手順

ω システム開発工程

計画

調 査 ・ 立 案

プロジェク ト基本計画

プロジェク ト実行計画

・商 店 街 要 件 調 査 ・分 析

・類 似 シ ス テ ム 調 査

・ シ ス テ ム 構 想 ・立 案

・ 対 象 業 務 の 詳 細 分 析

・推 進 体 制 ・ ス ケ ジ ュ ー ル の 決 定

・ ハ ー ド ウ エ ア 選 定

設計

初 期 設 計

初 期 設 計 システム設計 レビュー

プログラム構造設計

モジュール設計 プログラム設計 レビュー

プログラミング・

テスティング

・ シ ス テ ム の 主 要 機 能 確 定

・デ ー タ 項 目 の 確 定

・ コ ー ド設 計

・プ ロ グ ラ ム 関 連 図 の 作 成

・入 出 力 仕 様 の 作 成

・フ ァ イ ル 仕 様 の 作 成

'デ ー タ ベ ー ス の 論 理 設 計

・プ ロ グ ラ ム の 内 部 構 造 設 計

・モ ジ ュ ー ル 内 の 詳 細 処 理

手 順 の 設 計

・デ ー タ ベ ー ス の 物 理 設 計

・ コ ー デ ィ ン グ 及 び モ ジ ュ ー ル テ ス ト

結 合

シ ス テ ム テ ス ト テステ ィング レビュー

・ モ ジ ュ ー ル 間 ・ プ ロ グ ラ ム

間 の 結 合 テ ス ト

・ シ ス テ ム を 総 合 的 に テ ス ト

ず る

運 用 テ ス ト ・本 番 環 境 に よ る テ ス ト

図2-4

一29一



1

ω
O
ー

表2-3 デ ー タ ベ ー ス(DB)構 築 ス ケ ジ ュ ー ル 表

作業内心 ご朝
平成3年

7819101112123

ノ・一 ド ウ エ ア

ll
:
1

マ シン搬入

▼l
I

1 ll
:
'

銀行POS搬入1
一

1 1 1

デ ー タ ベ ー ス

設 計 ・構 築

要件調査

,

分析 会員規約検討
(

会員募集
○O

D耳 構造のI
l明確化 運用校尉

。 窪B郵

.)

1 外部PR
●

○

○
データ登録/メ ンテ ナ ンス

○

子 一タ朋 噺 評価期)検 討
デー題 証

(き用惣
ト 評価データの収集

(`

●

∨ )1

8

●

'ロ ジ
ェ ク ト評価 ノ報 告 書 作 成

●

シス テ ム 開 発

デ ー タ ベ ー ス 関 連

シス テ ム(顧 客 管 理,

カ ウ ン トサ ー ビ ス)

動向 ・類似システム調査
〇一 一 つ1

0商 店街要件華'分 析

開発推進諒
○ の明確化

バー

ステム蓉 立案
1

ぷ:篭 禦 セ省アツ
テ ス

ラ ミン グ

トデ ー タ

各 デ タ唐 蛆

:

ト

乍マニュアル作成
本稼動

▼

ス ト
o

○り ○,単体
テス 総合テス ト○

○ ○ 運用
デ○

銀行POS

ター ミナル導入

裏編 査・酷 加乗 灘 加盟店募集
OO

O

加盟店への

Q-◇ 導入町明
'`1

1`銀 行POS
搬 入スケジュール検討

。 搬入鞠 。

操作教育

○ )

銀行POS搬 入

○
1

操作説明準薦
(

○ 〉

:
1

●



2.2.3デ ータベースの登録情報

ω 情報内容

今回のシステムで構築されるデータベースは、主として徳島市中心商店街を訪れる顧客に関

する情報(住 所 ・氏名 ・性別 ・生年月日 ・電話番号)と 、その顧客の商店街における銀行PO

S利 用による購買情報(購 買日時 ・購買店 ・購買金額)、 それに銀行POSを 利用で きる加盟

店の情報(商 店名 ・所在地 ・代表者名 ・電話番号)及 び参加金融機関の情報(銀 行名 ・支店名

・所在地 ・電話番号)に よって構成され、 これらの情報を一元的に蓄積、管理する。

〔構成図〕

加盟店情報

(商店名 ・所在地 ・代表者名 ・電話番号)

顧客情報

(住所 ・氏名 ・性別 ・生年月日 ・電話番号)

購買情報

(購買日時 ・購買店 ・購買金額)

小

異

ス

中

一

振

べ

市

業

夕

烏

一

徳

商

デ

金融機関情報

(銀行名 ・支店名 ・所在地 ・電話番号)

図2-5

② 情報の提供ステ ップ

① 基本データの登録

銀行POS契 約時に併せて当システムに入会 してもらい、顧客自身に関する情報(住 所 ・

氏名 ・性別 ・生年月日 ・電話番号)を 記入 した、入会申込書(32頁 参照)を もとに顧客情

報を登録する。

システムに参加する加盟店の固有情報(商 店名 ・所在地 ・代表者名 ・電話番号)及 び参加

金融機関の固有情報(銀 行名 ・支店名:所 在地 ・電話番号)を 、加盟店及び参加金融機関に

それぞれ提出 して もらい登録する。

② 購買データの収集

銀行POSを 利用することによって収集される購買情報(購 買 日時 ・購買店 ・購買金額)

を蓄積管理する。
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③ 情報の提供

加盟店に対 しては、データベース化 した基本データと購買データを、いろいろな角度から

分析 しマーケッ トデータとしてサービスしてい く。

第1の サービスは、加盟店への情報分析サービスである。加盟店のカー ド利用客がどの地

域か ら来店 しているのかの地域分析、その利用客はその加盟店で何回購買 しているのかの顧

客判定分析、 どのような客層かのライフスタイル分析などを行い、情報提供す る。

第2の サービスとしては、カー ド会員活性化のためのダイレク トメール代行サービスであ

る。加盟店の依頼により、どの地域、 どの客層をターゲットにするかを決め、会員を選定 し

てダイ レク トメールを発送する。

また、会員に対 しては、各種イベン ト情報、購買金額の割戻 し情報等を提供する。

ビ ッ トシステ ム推進協議会 御 中

ビットシステム入会申込書

(銀行POSを 利用したキ ャッシュカー ドによる加盟店でのお買物クラブ)

ふ りがな

お 名 前

男

女

銀 行届 印

,"一 一、
/、 、

'、
'、

ll
」'

、'

、'

、'
、'

、'一 _'
生年月日 明'大 ・昭 年 月 日

ふ りがな

ご 住 所

〒口 口 ロ ー□ □

市

郡 町 番地

銀 行 名

支 店 名

口座番号

1.阿 波銀行

2.徳 島銀行

3.四 国銀行

4.徳 島信用金庫

支店

口口口口口口口
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ビットシステム推進協議会

会 長 奥本 友幸 殿

平成2年 月 日

住所

企業名

代表著名 印

ビッ トシステム加入申込書

私は、下記のいずれにも賛同 し、ビッ トシステムへの入会を希望 し

ます。

ω 本会 の目的及び事案に賛同 します。

② 加盟負担金及び年会費を納付 します。

(3)共 同 イベ ント及びキャンペーンに参加 します。

{4}NMTと ビッ トシステム情報処理業務委託契約を結びます。

(5)参 加金融機関の口座をつ くります。

ビッ トシステムへ加入する店舗

店 舗 名 所 在 地 電話番号
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2.2.4デ ータベースの構造

(1)フ ァイルシステムの選定

データベースは、多 くのデータファイルを合理的に無駄のないようにまとめ、データを構造

化 して、各データの検索や更新などを効率よく行わせるためのシステムである。

現在のところデータベースのファイルシステムとしては、実世界の情報群を計算機内部でモ

デル化するためのデータ構造(表 現方法)に より、データ実体をレコー ドで、データ間の関連

を木構造あるいはネットワーク構造で表現する構造型データベースと、データ実体及びデータ

間の関連を表形式で表現するリレーショナル型データベース(RDB)に 大別される。

今回構築する 「徳島市中小商業振興データベース』は、以下の理由によりリレーショナル型

のデータベースファイルシステムを採用することとした。

① システムの変更が容易である。

このシステムの開発目的の一つとして、顧客の動向を記録、分析し、り涜 業者へ提供するこ

とがある。しかし、この分析方法についてのニーズは多種多様であり、そのためのシステム変

更も必然的に避けることができないと予想される。したがって、システム変更に長時間かかる

ようでは、運用に支障をきたすこととなる。RDBは 、構造型データベースに比べ設計変更な

ど、導入後の再編成が容易にできる。

② 操作が簡単である。

従来、データベースをアクセスするプログラムを作成する場合、データベースのファイルア

クセス専用の命令を使用したプログラムを作成する必要があり、 システムを構築するのにコン

ピュータの知識とプログラム言語の理解が新たに必要であった。しかし、RDBは データ処理

のための知識が最小限で、特別な教育を受けなくてもデータを扱えるため、学習時間は短 くて

弦 醐 の燗 が自分でプログラム撤 することも可能である。

③ 即時性がある。

定型業務以外で、 「ちょっと、こんな情報がほしい」という要求があった場合、そのつどプ

ログラムを作成すると、多大な時間と労力がかかる。しかし、RDBな ら簡単な情報はコマン

ドを端末か ら入力することにより取り出すことができ、非定型業務にも即座に対応することが

可能である。

④ 導入が容易である。

通常、データベースシステムを構築する場合、設計から開発まである程度のマンパワーと時

間が必要となるが、RDBの 場合あらかじめ計画、設計すること力妙 なく、その導入が容易で
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あり、データベースを利用したシステム開発が今回のような少人数でも行える。

② データベースの構成

「徳島市中小商業振興データベース』は、登録するデータの属性から4種 類のサブデータベ

ースに分かれており、それらは 「ビット会員管理システム」によって管理、運用されている

(図2-6)。

図2-6

① 会員データベース

会員データベースは 「徳島市中小商業振興データベース」の基幹となるもので、徳島市の中

小商店街を訪れる顧客の基本情報(住 所、氏名、性別k生 年月日、電話番号等)及 び買上情報

(買上 金額累計、買上件数、当月買上金額、当月買上件数等)を 集積したデータベースでる。

② 加盟店データベース

加盟店データベースは、銀行POSを 利用できる加盟店の情報(商 店名、所在地、代表者名、

電話番号等)を 集積したデータベースで、各種統計資料の作成時に使用する。

③ 売上 ・赤伝データベース

売上 ・赤伝データベースは、会員の購買情報 傭 買日時、購買店、購買金額等)を 集積した

データベースで、会員データベースと結合 して使用する。

④ 金融機関データベース

金融機関データベースは、参加金融機関本支店の情報(銀 行名、支店名、所在地、電話番号
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等)を 集積したデータベースで、主に口座振替データ作成時に使用される。

これらの4種 類のサブデータベースは、 「ビット会員管理システム』で処理される6フ ァイル

から構成されている。また、それらのファイルは各サブデータベース間の効率的なアクセスや拡

張性等を考慮して、全てリレーショナル型データベースファイルシステムを採用している。

サプデータベースとファイルの関連と、各ファイルのレコー ドレイアウトを以下に説明する。

(3)サ プデータベースとファイルの関連

① 会員データベース

② 加盟店データベース

③ 売上 ・赤伝データベース

会員i叉スタiヌi髪i雀iヌレ

顧客データ及び顧客の買上データを格納する。

顧客データを格納する。

凝 窮烈iル

会員による売上データと返品等で発生した

赤伝データを格組 る。

前回の処理での最終伝票番号等を格納する。

前回の処理年月日を格納する。

④ 金融機関データベース

加盟銀行データを格納する。
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(4)フ ァイルのレコー ドレイアウ ト

① 会員 マスタファイル(1/2)

レベル1襲 名1副 剰 補足説明

01 会員コー ド

02 銀行コー ド 数 字 07 キー項目①

02 口座番号 数 字 07 キー項目②

01 会員名 日本語 16

01 会員名カナ 辮 20

01 生年月日年号 数 字 01 M:明 治T:大 正S:昭 和H:平 成

Ol 生年月日 数 字 06 柵

01 性別 数 字 01 1:男 性2:女 性

01 郵便番号

02 郵便番号1 辮 03

02 郵便番号2 撒 02

01 醐

02 住所1 日本語 20

02 住所2 日本語 20

01 電話番号 撒 13

01 加盟店コー ド 数 字 05 入会申込みを行った加盟店コード

01 名寄フラグ 数 字 01 1:名 寄なし2:親 会員3:子 会員

Ol 名寄会員コード 数 字 14

01 会員前月買上累計 数 字 11 会員の前月までの買上累計金額

01 会員買上累計件数 数 字 07 会員の前月までの買上回数

Ol 会員当月買上累計 数 字 09 会員の当月買上累計金額

01 会員当月買上件数 数 字 03 会員の当月趾 回数

01 処理年月日 数 字 04 当月の会員買上データ処理年月日

01 名寄前月買上累計 数 字 11 名寄会員の前月までの買上累計金額

01 名寄前月ビット数 数 字 05 名寄会員の前月までのビット券総発行枚数
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① 会員マスタファイル(2/2)

レベル 項 目 名 属性 桁数 補 足 説 明

01 名寄当月買上 数 字 09 名寄会員の当月買上累計金額

01 名寄当月ビット数 数 字 03 名寄会員の当月ビット券発行枚数

01 登録年月日 数 字 06 西暦

01 更新年月日 数 字 06 西暦

01 抹消年月日 数 字 06 西暦

01 空き 撒 86

'
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② 加盟店マスタファイル

レベル1項 目 名 属性 撒 補 足 説 明

01 加盟店コード

Ol 会社コー ド 数 字 03 キー項目①

01 本支店コー ド 数 字 02 キー項目②

01 端末通番 数 字 05 キー項目⑧

01 加盟店名 日本語 16 B㎜ 一蹴 端末の通番

01 郵便番号

02 郵便番号1 撒 03

02 郵便番号2 撒 02

01 醐

02 住所1 日本語 20

02 住所2 日本語 20

01 電話番号 撒 13

01 代表者名 日本語 08

01 取引銀行

02 銀行 数 字 04 ≡

02 薙 数 字 03

02 口座番号 数 字 07

02 預金種別 数 字 01

01 登録年月日 数 字 06 西暦

01 更新年月日 数 字 06 西暦

01 抹消年月日 数 字 06 西暦

01 空き 撒 61
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③ 銀行マスタファイル

レベル 項 目 名 属性 桁数 補 足 説 明

Ol 銀行コー ド

02 銀行番号 数 字 04 キー項目①

02 支店番号 数 字 03 キー項目②

01 銀行名 日本語 12

01 郵便番号

02 郵便番号1 撒 03
'

02 郵便番号2 撒 02

01 醐

02 住所1 日本語 20

02 住所2 日本語 20

01 電話番号 撒 13

01 空き 撒 16
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④ 売上ファイル

レベル1項 酩 属性 剛 補足翻
Ol 伝票M

01 会員コー ド 数 字 06 キー項目①

02 銀行コー ド 数 字 04

02 口座番号 数 字 10

01 加盟店コード

02 蹴
03 会社コー ド 数 字 03

03 本支店コー ド 数 字 02

02 端末番号 数 字 05

01 受付年月日 数 字 06 西暦

01 受付時間 数 字 04

01 幽 数 字 09

01 買上年月日 数 字 06

Ol 口座引落年月日 数 字 06

01 処理年月日 数 字 04

01 赴 ・赤伝フラグ 数 字 01 1:売 上データ2:赤 伝データ

01 撒 数 字 05

01 取引銀行

02 取引銀行コード 数 字 07

02 口座番号 数 字 07

02 預金種別 数 字 01

01 空き 撒 18
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⑤ 伝票日付ファイル

レベル 項 目 名 属性 桁数 補 足 説 明

01

　

伝票日付キー 数 字 01 キー項目①

01 伝票ナンバー 数 字 06

01 空き 撒 243

⑥ 伝票日付ファイル

レベル 項 目 名 厨生隔 補 足 説 明

01 日付キー 数 字 01 キー項目①

01 前回処理年月日 西暦

02 前回処理年 数 字 02

02 前回処理月 数 字 02

01 空き 撒 245
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2.2.5「 ビット会員管理システム」の開発

「徳島市中小商業振興データベース」の効率的な運用を図るため、次に説明する 『ビット会員

管理システム」を開発した。

(1)中 小商店街の現状、要件分析

「徳島市中小商業振興データベース」の構築のため計画段階で商店街に対して行った要件調査

等から、現在の商店街において顧客情報を活用してい く上での問題点やニーズを分析 し、デー

タベースを運用 ・管理を行うため開発する 「ビット会員管理システム」に求められる主要機能

(業務目標)、 サポー ト範囲、入出力要件を明ら加 こし、 「ビット会員管理システム」の業務

機能(シ ステム要件)を 次のように設定した。

① 日時業務

加盟店や加盟銀行で集められた会員情報や、新たにビットシステムに加盟する商店、銀行の

情報をデータペiースに登録するとともに、登録した情報の修正、削除等を行 う。また、会員の

買上情報に対して加盟店より送付される赤伝情報(返 品情報)の 登録も行う。

常にデータベースを最新の状態に保つためのマスタメンテナンスが主な機能となり、各 種情

報が提供された場合の業務であり随時的な処理となる。

② 月次業務

加盟銀行より提供される各会員の買上情報をデータベースに登録する。また、各会員の買上

情報を、会員、加盟店情報に反映(買 上金額、件数等)させ、加盟店の売上に応じてビットシ

ステムの利用手数料やプレミアム料を徴収するため加盟店の取引銀行に口座振替依頼書を作成

する。

③ 集計データの出力業務

会員の買上データを加盟別に分類して、各加盟店にビットシステムの売上情報(顧 客情報)

として提供する。また、顧客の動向を判断するために、各加盟店での売上状況や各会員の買上

状況等を集計 し管理資料を作成する。当業務は、データベースに蓄積された最新情報を集計、

分析し、中小商店街で必要とされる顧客情報を提供するなど、 「徳島市中小商業振興データベ

ース」を運用して行く申で最も重要な業務となる
。

④ プレミアム還元業務

ビットシステムを利用した顧客へのプレミアム還元として、会員の買上累計が一定額になる

ビット券(金 券)を 発行するため、各会員の買上額を累計しビット券の発行対象となる会員を

抜き出す。ビット券の発行対象となる会員の一覧やビット券発送用の宛名ラベル等の帳票を作
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成する。

これらの業務の流れを次ページに業務フロー図として記載する。
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② ビット会員管理システムの設計

中小商店街の現状、要件分析により設定した主要機能、入出力ミマスタファイルの概略を設

定し、これらをもとに対象業務や動作形態をキーとしてシステム全体を6種 類のサブシステム

に分割し(図2.)、 サブシステム間の関連を機能、マスタファイルで明確にした(マ スタファ

イルについては、2.2.4の(2)デ ータベースの構成を参照されたい)。

サブシステム分割
マスタファイル管理 サブシステム

買 上 デ ー タ 入 力 サブシステム

月 間 売 上 集計 サブシステム
ビ ッ ト会 員 管 理

シ ス テ ム

会 員 買 上管 理 サブシステム

加 盟店売 上管理 サブシステム

口座 振 替 依頼 サブシステム

図2-8

以下に各サブシステムとそれらを構成するジョブについて説明する。

① マスタファイル管理サブシステム

会員、加盟店、加盟銀行マスタファイルの登録、更新、削除、参照処理を行う。また、各マ

スタの台帳を作成する。マスタファイル管理サブシステムは、以下の3種 類のジョブによって

構成される。

ア.会 員マスタ管理ジョブ

会員マスタ入力画面から会員マスタファイルのデータ処理(登 録、更新、削除 参照)を 行

う。出力帳票は、登録、更新、削除処理で更新内容を出力する会員マスタ更新 リス トと管理資

料 として会員台帳を出力する。

イ.加 盟店マスタ管理ジョブ
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加盟店マスタ入力画面から加盟店マスタファイルのデータ処理(登 録、更新、削除、参照)

を行う。出力帳票は、登録、更新、削除処理で更新内容を出力する加盟店マスタ更新 リス トと

管理資料として加盟店台帳を出力する。

ウ.銀 行マスタ管理ジョブ

銀行マスタ入力画面から銀行マスタファイルのデータ処理(登 録、更新、削除、参照)を 行

う。出力帳票は、登録、更新、削除処理で更新内容を出力する銀行マスタ更新リス トと管理資

料として銀行台帳を出力する。

② 売上データ入力サブシステム

加盟店銀行から提供される会員の買上データと加盟店からの赤伝データを入力 し、売上の累

積ファイル(順 編成ファイル)を 作成する。売上デー.一夕入力サブシステムは、以下の2種 類の

ジョブによって構成される。

ア.売 上データ入力ジョブ

売上入力画面から加盟店銀行から提供される会員の買上データを、売上ファイルに登録する。

また、データの更新、削除、参照処理も行う。買上データについては、加盟銀行よりフロッピィ

で提供されるため、処理の大半はデータの更新、削除、参照となる。管理資料として、売上ファ

イルから売上プルーフリス トを出力する。

イ.赤 伝データ入力ジョブ

赤伝入力画面から加盟店からの赤伝データを、売上ファイルに登録する。また、データの更

新、削除、参照処理も行う。売上ファイルの更新結果を赤伝更新 リス トとして出力する。

③ 月間売上集計サブシステム

月間の買上データを会員毎、加盟店毎に分類し、各会員の買上データの更新及び各加盟店の

売上データの月間集計を行う。月間売上集計サブシステムは、月間売上データ作成ジョブから

構成される。

ア.月 間売上データ作成ジョブ

②売上データ入力サブシステムによって作成された売上ファイルから、月間の会員買上情報

を集計した月間買上ファイル0頂 編成ファイル)を 作成し、それをもとに会員マスタの月間買

上金額、買上件数、当月ビット券発行枚数を更新する。また、月間買上ファイルを加盟店毎に

集計し加盟店売上集計ファイル(順 編成ファイル)を 作成する。
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④ 会員買上管理サブシステム

会員買上管理サブシステムでは、会員の買上状況を分析する(売 上実績表、売上明細妻事)。

また、当月のビット発行対象会員の抽出を行う。会員買上管理サブシステムは、以下の4種 類の

ジョブから構成される。

ア.会員別売上実績表作成ジョブ

会員マスタファイルから、各会員の月間買上金額、買上件数とそれらの累計を会員別売上実績

表に出力する。

イ.会員別売上実績表作成ジョブ

③月間売上集3十サブシステムで作成された月間買上ファイルをもとに、各会員の買上明細を会

勘1売上明細表に出力する。

ウ.ビ ット券発行 リス ト作成ジョブ

③月間売上集計サブシステムで更新された当月ビット券発行枚数から、ビット券発行対象会員

を抽出してビット券発行リス トを出力する。

エ.ビ ット券発行リス ト作成ジョブ

ビット券発行対象会員の会員マスタファイルをもとにビット券発送用宛名ラベルを出力する。

⑤ 加盟店売上管理サブシステム

加盟店売上管理サブシステムでは、加盟店の売上状況を分析する(売上実績票等)。

ア.加盟店別売上実績表作成ジョブ

③月間売上集計サブシステムで作成された月間買上ファイルをもとに、加盟店毎に買上のあっ

た顧客情報を集計し加盟店別売上明細表を出力する。当帳票が顧客情報として加盟店に提供され

る。

⑥ 口座振替依頼サブシステム

口座振替依頼サブシステムでは、各加盟店のプレミアム料金、情報処理料を計算し、口座振替

通知書の作成と加盟銀行に対 して口座振替依頼を行 う(依 頼データはフロッピィ渡し)。 口座振

替依頼サブシステムは、以下の3種 類のジョブから構成される。

ア.ロ ジョブ

③月間売上集計サブシステムで作成された加盟店売上集計ファイルから、各加盟店のビットシ

ステム利用料金やプレミアム料金を口座振替のお知らせとして出力する。
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イ.加 盟店宛名ラベル発行ヨブ

口座振替のお知らせを郵送するために、対象加盟店の加盟店マスタファイルから加盟店発送用

宛名ラベルを出力する。

ウ.口座振替依頼書作成ジョブ

③月間売上集計サブシステムで作成された加盟店売上集計ファイルから、各加盟店の口座から

ビットシステム利用料金やプレミアム料金の口座振替を対象加盟店の取引銀行に依頼する預金口

座振替依頼明細書を出力する。また、口座振替依頼データをフロッピィに出力し、帳票とともに

銀行に口座振替を依頼する。

以上のようにサブシステムは、ジョブによって構成されており、一部のジョブはその規模の関係

から数本のプログラムに分割してジョブ内の機能を実現している。

「ビット会員管理システム」は、これらジョブ機能により 「徳島市中小商業振興データベース」に

登録された情報を抽出、分析し、各種帳票を作成し顧客情報として加盟店に提供している。
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2.2.6運 営体制

ビッ トシステム推進協議会(ビ ッ ト(協))は 、 「商業情報システム実験事業」に参加す

る商業者で組織する団体である。 ビット(協)の3大 事業として、 「情報化実験事業」、 「

システム普及事業」及び 「共同キャンペ ーン事業」を行う。

〔ビッ トシステム推進協議会〕

加盟店拡大 委員会

販 売 促 進 委 員 会

図2-9

総会は役員及び会員によって構成され、毎年1回 定例会を開催し、必要に応じて臨時会を

開催する。総会においては、事業計画、収支予算、事業並びに決算の承認、役員の選任等の

重要事項を審議する。

また、役員会は、会長、副会長及び理事並びに部会長をもって構成され、総会への提出議

案、また、総会で審議される以外の事項の審議、承認を行う。

加盟店拡大委員会、ビット会員拡大委員会及び販売促進委員会は、それぞれ加盟店の拡大

関係、ビット会員の拡大関係及び販売促進関係について審議するプロジェクトチームであり、

会員によって構成される。各委員会での審議事項は、軽微なものについては、役員会で承認

され、重要事項については、役員会を通じて、総会で承認されることになる。
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ビ ッ ト シ ス テ ム 推 進 協 議 会 役 員 名 簿

役 職 名 氏 名 会 社 名 備 考

会 長 奥本 友幸 ㈲ ハ トヤ 【役員】

*会 長1名

*副 会長2名

*理 事25名 以内

(会計理事1名 含む)

*監 事2名

(1名 は徳島市商工課

長を充て る)

*顧 問 若干名

(23名)

副 会 長 近藤 嘉久 ㈲こんど履物店

〃 野住栄治郎 ノズミ被服㈲

理 事 岩佐 和俊 いわさ㈱

〃 香川 文孝 ㈱阿波友禅工場

〃 清水 康希 ㈱和合

〃 高木 義隆 ㈲ ワ シ ン トン

〃 滝本 彰 ㈱ タ ー キ ー

〃 新居 眞 ㈲ ニ コ ニ コ ヤ

〃 平岡 淳資 ㈱ ヒラオ カ

〃 藤井 義弘 ㈱ フ ジ レ コ ー ド

〃 古川 博之 ㈱ フルハ ウス

〃 松村 啓 ㈲松村日の出機

〃 山田 全宏 ㈱あわあ

〃 山本 修三 柳屋薬品㈱

〃 吉村 彰介 ㈱池田時計店

〃 福永 義和 ㈱阿波銀行公務部長

〃 四宮 寛一 ㈱徳島銀行営業推進部次長

〃 江川 志郎 徳島信用金庫理事 ・事務部長

〃 小川 倣治 ㈱四国銀行徳島本部副本部長

会 計 理 事 大谷 文雄 ㈱ ニ ュー メデ ィア徳 島

監 事 原田 吾朗 ㈱ ハ ラダ

〃 四宮 通治 徳島市商工課長
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ビ ッ トシステ ム委員会

○販売促進委員会

委員長

副委員長

委員

委員

委員

野住 栄治郎

吉村 彰介

松村 啓

藤井 義弘

大谷 文雄

ノズ ミ被服(有)

(株)時 計宝石の池田

(有)松 村 日の出機

(株)AVス ポ ッ トフジ

NMT

○ ビッ ト会員拡大委員会

委員長

副委員長

委員

委員

委員

松村 啓

近藤 嘉久

新居 眞

高木 義隆

福永 義和

(有)松 村 日の出機

(有)こ んど履物店

(有)ニ コニコヤ

(有)ワ シン トン

(株)阿 波銀行公務部長

○加盟店拡大委員会

委員長

副委員長

委員

委員

委員

委員

山本 修三

香川 文孝

藤井 義弘

岩佐 和俊

福永 義和

小川,肪欠治

柳屋薬局(株)

(株)阿 波友禅工場

(株)AVス ポ ッ トフジ

いわ さ(株)

(株)阿 波銀行公務部長

(株)四 国銀行徳島本部副本部長
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ビッ トシステム推進協議会規約

(名 称)

第1条 本会 は、 ビ ッ トシステム推進協議会 と称す る。

(目 的)

第2条 本会 は、積極的 な商業活動 を推進、実行す る商業者(以 下 「会員 」 という。)で

構成 し、徳島市及 び㈱ ニューメデ ィア徳島(以 下 「NMT」 という。)並 びに金融 機関

等 の支援 を得て、銀行POSシ ステムを活用 した商業活性化情報 システム(以 下 「ビ ッ

トシステム」 とい う。)を 構築 し、その活用 ・普及を図 るとともに、会員が共同 して、

消費者サービスの向上及び販売促進事業を行 うことによ り、徳島市 の商業の振興を図 る

ことを 目的 とす る。

(事 業)

第3条 本会 は、前条の目的 を達成す るため、次の事業を行 う。

(1)NMTの 協力 の もとでの ビッ1シ ステムの研究及び実験'

(2)金 融機関及びNMTと の三者で行 うビッ トシステムの普及拡大事業

(3}消 費者へのカ ウン トサー ビス事業(カ ー ド利用者 の買物 金額 が合計4万 円に達 する

と額面500円 のビ ッ ト券 と称す る買物券を交付す る こと。)、 ビ ッ ト券の発行及 び

その換金

(4}顧 客情報 の収集及び その提供

(5)共 同 イベ ン ト及 び販売促進事業

⑥ その他、協議会 の目的を達成す るために必要 な事業

(会 員)

第4条 会員 は、徳島市 で商業を営む者 のうち、次の各号 のいずれ に も賛同す る者で構成

す る。

(1)本 会の目的及び事業 に賛同す る商業者であること

② 加盟負担金及び年会費 を納付す ること

(3)共 同 イベ ン ト及びキ ャンペー ンに参加す ること

(4)NMTと ビッ トシステム情報処理業務 委託契約を結ぶ こと

⑤ 参加金融機関 の口座をつ くること

(入会手続)

第5条 本会の目的 に賛同 し、 入会 しようとする者 は、本会 の定め る入会 申込書を提 出 し

な ければな らない。

(加盟負担金)

第6条 会員 は、入 会の とき加盟負担金 として1店 舗 につ き40,000円 を本会 に納付 しなけ

ればななない。

21企 業で複数店 舗加入す る場合の加盟負担金について は、前項 の規定にかかわ らず、

次 のとお り一部減額す る。

(1)2店 舗有す る企業 は合計60,000円
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(2)3店 舗有 す る企業 は合計80,000円

(3)4店 舗有 す る企業 は合計110,000円

(4)5店 舗有す る企業 は合計140,000円

3本 会 に納付 す る加盟負担金 は、入会後1ヶ 月以 内に納付す るもの とし、納付 した加盟

負担金 は理 由のいかんを問わず返還 しない。

(年会費)

第7条 会員 は、入会年度の翌年度か ら年会費 として、20,000円 を本会 に納付 しなけれ ば

な らない。

21企 業 で複数店舗加入 している場合の年会費 については、前項の規定にかかわ らず、

次 のとお り一部減額す る。

1

2

3

4

2店 舗有す る企業 は合計30,000円

3店 舗有す る企業 は合計40,000円

4店 舗有す る企業 は合計50,000円

5店 舗有す る企業 は合計60,000円

§ 本会に納付す る年会費 は、 当該年度 の4月 末 日までに納付する ものとし、納付 した年

会費 は理 由のいかんを問わず返還 しない。

(カ ウ ン トサービス負担金)

第8条 会員 は、 カウ ン トサー ビス事業負担金 として、 ビッ トシステムによる売上金額の

2%に 相 当する金額を本会に納付 しな ければな らない。

(退 会)

第9条 会員 は、次 の事由があ るときは、 当然、本会 を退会す る。

(1)第4条 の各号 の一 に該 当 し、会員 の資格 を喪失 した とき。

② 総会 にお いて、除名の決議を受 けた とき。

2前 項に規定す る場合を除 き、役員が退任 しよ うとす るときは、退会届を書面で会長宛

に提出 しなけれ ばな らない。

3会 長が退会 した ときは、本会 に対 して財産上、何等 の請求をすることがで きない。

(役 員)

第10条 本会 に次 の役員をお く。

α)会 長

② 副会長

(3)理 事

㈲ 監事

(5)顧 問

1名

2名

25名

2名

若干名

2理 事のうち1名 を会計理事とする。

(役員の職務)

第11条 会長は、本会を代表 し会務を総理する。

2副 会長は、会長を補佐 し会長に事故のある時 はその職務を代理する。
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3会 計理事は、本会の会計を処理 し監事の請求があった場合は、その帳簿及び金銭出納

の状況を説明 しなければならない。

4監 事は、毎事業年度1回 本会会計の状況を監査 し、その結果を総会に報告するととも

に意見を述べなければならない。

5顧 問は、会務 に助言を与えることができる。

(役員の選出)

第12条 会計理事を除 く理事及び第3項 の監事を除 く監事は、総会において選出 し、会長、

副会長 は理事の互選による。

2会 計理事は、本会事務局長が兼務する。

3監 事のうち、1名 は徳島市商工課長をあてる。

4顧 問は、徳島市及びNMT並 びにその他関係団体の担当職員をもって当て る。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、2年 とする。ただし、再任を妨 げない。

2補 欠または、増員により就任 した役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の任期

と同一とする。

(部会の設置)

第14条 本会は、事業を円滑に推進するため、必要な部会を置 くことができる。

2部 会長は、会長が会員の中か ら指名する。部会長は、与えられた事業の企画及び推進

を図 るため、会員の中から部会員を選任することができる。

(会 議)

第15条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

2総 会は、毎年1回 会長が招集するほか、必要があるときは、臨時に開催することがで

きる。

(総 会)

第16条 総会は、次の事項を審議する。

(1)規 約op変 更

② 毎事業年度の事業計画並びに収支予算

(3)事 業並びに決算の承認

(4)役 員の選任

旧 その他、本会の運営について重要な事項

(役員会)

第17条 役員会は、会長 ・副会長及び理事並びに部会長をもって構成する。

2理 事及び顧問は、意見を述べることができる。

3役 員会は、次の事項を審議する。

(1)総 会に提出する議案

② その他本会の事業及び運営について必要な事項

(議 決)
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第18条 会議 はその構成員の過 半数の出席 を もって成立 し、出席者 の過半数を もって決す

る もの とする。 可否同数の場 合 は、議長 の決す るところによ る。 ただ し、総会において

は、 その構成員が出席で きなか った場合 は、 あ らか じめ書面を もって賛否を求め、 これ

によって議決す ることが出来 る。

(規約 の変更)

第19条 この規約の変更 は、前 条 の規定 にかかわ らず、総会において会員総数の過半数が

出席 し、 出席会員 の3分 の2以 上 の同意 を得 なければな らない。

(議 長)

第20条 会議 の議長 は、会長 が これにあた る。

(経 費)

第21条 本会 の経費 は、加盟負 担金、カ ウ ン トサ ービス負担金、会費、 その他の収入を も

って これに充て る。

(会計年度)

第22条 本会 の会計年度 は、毎 年4月1日 に始ま り、翌年3月31日 におわ る。

(業務委託)

第23条 本会は、 カウン トサ ービスに関す る情報処理業務をNMTに 委託す る。

(事務局)

第24条 本会の事務局 は、徳島市福島1丁 目8番22号 徳島市立木工会館1階 に置 く。

(組織変更)

第25条 本会 は、事業目的を円滑かつ効率的 に実施す るために1年 を目処 に法人化を目指

す。

一56一



ビ ッ トシステム利用規定

1(ビ ッ トシステムの内容)

(1)ビ ッ トシステムとは、株式会社阿波銀行、株式会社四国銀行、株式会社徳島

銀行及 び徳島信用金庫(以 下 「参加金融機関」 といいます。)の バ ンクPOS

の相乗 りシステムであ り、 また、 これを活用 して ビ ッ ト会員(以 下 「会員」 と

いいます。)に 対 して カウ ン トサービス等 のサ ービスを行 うシステムをいいま

す。

(2)会 員 は、 ビ ッ トシステム利用 に際 して参加金融機関 のバ ンクPOSマ ークを

付 したカ ー ドを使用 して くだ さい。

2(会 員 の資格)

参加金融機関 のバ ンクPOS会 員が、 ビ ッ トシステム推進協議会(以 下 「ビ

ッ ト(協)」 といいます。)に 対 して、 ビ ッ トシステム入会 申込書(以 下 「入

会 申込書 」 といいます。)を 提 出す ることによ り、会員 とみな します。

3(ビ ットシステム入会申込書)

(1)入 会申込書には、バ ンクPOS会 員の氏名、住所、性別K生 年月日、電話番

号、郵便番号、口座番号を記入 します。

(2)入 会申込書は、参加金融機関又は加盟店の店頭に備え付けてあります。

①参加金融機関の店頭において、バ ンクPOS申 込み時に、入会申込書を徴求

しますミ

②①において、徴求漏れのあった者は、各加盟店の店頭に備え付けてある、入

会申込書に記入 して ください。

4(ビ ッ トシステム利用 の方法)

(1)会 員 は銀行POS専 用端末機 似 下 「POS端 末機」 といいます。)の 設置

された加盟店 において、商品 の購入並びにサ ービスの提供を受 けることがで き

ます。

(2)バ ンクPOS利 用時 に は、 キ ャッシュカー ドを加盟店 に呈示 のうえ金額を確

認 し、暗証番号を ボタ ン操作 によ り会員が入力 して ください。

5(会 員 の特典)

(1)会 員 は、 ビ ッ トシステムを活用す ることによ り、 カウ ン トサ ービスを受 ける

こ とがで きます。 カウ ン トサ ービスは、会員 が加盟店で ビ ッ トシステムを活用

して買物 を した際に,そ の買物総額が40,000円 になるご とに、500b

it券(500円 相当の買物券)を 送付 します。

この500bit券 は、加盟店で使用す ることがで きます。

(2)会 員 は、 ビ ッ トシステムを利用す ることによ って、抽選会等の各種 イベ ン ト

に参加 す ることがで きます。
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6(ビ ッ トシステ ム の サ ービ ス メ ニ ュ ー)

(1)加 盟 店 にお いて 、 キ ャ ッ シュ カ ー ドに よ る買 物 がで きます 。

(2)土 、 日、 祝 日、 夜 間 にお け る キ ャ ッ シュ カ ー ドに よ る買 物 が で き ます。

7(取 引内容 の確認)

(1)ビ ッ トシステムによ り購入 した商品、サ ービスの受取書(レ シー ト)は ねん

のためよ くご確認 くだ さい。

(2)ビ ッ トシステム利用後 は、預金通帳へ の記入によ り、取 引状況を照合 して く

だ さい。

万一、取 引内容 において不明 な点が有 る場合 は、加盟店 にその旨を ご連絡 く

だ さい。

8(POS端 末機故障時等 の扱い)

停電、POS端 末機 の故障 など何 らか の事由によ り加盟店 のPOS端 末機の

使用が できない ときは、 ビ ッ トシステムによる商品、サ ービスの購入 はできま

せ ん。

9(返 品、訂正及び紛議 の解決)

(1)ビ ッ トシステムによ り購入、提供を受 けた商品、サ ービスの返品、取消 また

は金額 の訂正 は、加 盟店所定 の方法 によ り、会員 と加盟店 の間で行 って くださ

い。

(2)ビ ットシステムによ り購入、提供を受 けた商品、サ ービスに関す る紛議 は、

全て会員 と加盟店の間で解決す る もの とします。

10(カ ウ ン トサ ービスの停止)

(1)会 員 がカウ ン トサ ービスを停止 したい ときは、所定の書面 によ り、 ビ ッ ト

(協)に お届 ください。

(2)会 員 が この規定 に違反 した場合、 またビ ッ ト(協)が 不適 当と認めた場合、

カウ ン トサービスを停止す る ことがあ ります。

(3)ビ ッ ト(協)が 、キ ャッシュカ ー ドについての紛失または、盗難等の届 出を

受理 した場合。

11(届 出事項 の変更)

(1)会 員 の氏名、住所、電話番号、郵便番号等 の届出事項に変更があ った ときは

、ただ ちに会員本人か らビ ッ ト(協)に 届 出て ください。

(2)上 記(1)の 変更の届 出を怠 ったため、 ビ ッ ト(協)が 届 出の住所、氏名に

あてて、通知 またはビ ッ ト券 を発送 した場合 は、 ビッ ト(協)か らの通知また

はビ ッ ト券が延着 し、または到達 しなか っときで も通常到達すべ きときに到達

したもの と します。
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12(解 約)

この規定 に もとつ く契約 は、当事者の一方 の都合 により、 いつで も解約す る

ことが できます。

ただ し、会員が解約す る場合 は、所定 の書面 によ りビ ッ ト(協)に 届 け出て

くだ さい。

13(規 定 の変更 な らびに承認)

この規定を変更 した場合 は、 ビ ッ ト(協)は その変更内容 または、新規定を

会員に通知または、告知 しその後に、会員が ビ ッ トシステムを利用 した場合 は

、変更 内容 または新規定 を承認 した もの とみな します。

14(会 員 の情報管理について)

会員 はビ ッ ト(協)に 対 して、氏名、住所、電話番号、 郵便番号等を記入 し

た入会 申込書を提出 します。また、 ビ ッ ト(協)は 、参加金融機関よ り、売上

件数、売上金額等の情報を受 けます。 ビッ1(協)は これ らの情報を、カ ウ ン

トサービスの集計、 ビッ ト券の送付等に活用す る ことができる もの とします。
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2.3今 後の課題 と対応策

2.3.1デ ータベースの有効活用のための課題

ビッ トシステムの稼働に伴い収集 ・蓄積 されるデータベースが構築趣旨に沿って、徳島市

の中小小売業者の振興に有効に活用 されるためには、様 々な問題が残されている。乗 り越え

てゆかなければならない課題、データベース構築により新たに生起する、あるいは、 これに

より顕在化する問題、さらに徳島地域固有の課題など様々である。

本節では、構築 したデータベースが徳島市の中小小売業者の日常の商業活動の中で十分に

活かされるための課題 として、主要な問題を抽出 して整理する。

ω ビットシステム利用率の低滞

2.2.6の 運営体制によって推進してきたビッ トシステムであるが、期待した程 の利用が得

られず、データベースを有効に活用するには不十分なデータの蓄積状況となっている。

小売店を訪れる現金客(キ ャッシュホルダー)の うちのほんの一部にすぎない情報を基に

したデータベースでは、その活用 も大き くは期待できない。

これは、 ビットシステムが消費者に十分浸透 していないためと考え られる。消費者が、 キ

ャッシュカー ドで買物が出来 る店(加 盟店)を 捜さなければな らない程加盟店が少ないため

に、 ビッ ト会員 も思 った程増えていないのが現状である。

② 事業運営の困難性

現在、徳島市か らの補助金及び働データベース振興セ ンターか らのデータベース構築委託

費をシステムのインフラ整備資金に充て、 さらに参加金融機関か らのシステム普及拡大協賛

金を活用 し、関係者が一体 となってビットシステムの事業推進に精力的に取 り組んでいる。

今後 は、前節までに述べたとおり、参加加盟店の会費(年 会費2万 円)に 運営資金の基礎

を置いた経営をしていかなければならない。

ビッ トシステムの充実及び普及拡大を図 ってい くには、参加加盟店の会費のみでは、資金

面で事業推進に支障をきたしかねない。ビッ トシステムの低滞がこのまま続けば必然的にデ

ータベースもデータ量の少なさか ら活用の道 も閉ざされてしまう
。

③ システムカバ リングの限界

データベースは、銀行のキャッシュカー ドで買物 した顧客活動を基礎 としたシステムであ

り、小売店にとって最 も大事な現金客の情報把握を目的 としたものである。

ところが、 この即時決済 システム(決 済の無現金化を特徴 とする)の 機能は、クレジッ ト

カー ドシステムに一部取 り込まれていると考え られる。それは、急増 しているクレジットカ

ー ドのマンス リー ・クリア方式を、消費者 は手数料を支払 うことな く現金と同等の感覚で支

払手段として利用 していることに現れている。

まさに、本来のクレジッ ト機能ではな く、現金を持たずに又は手持ちの現金を使わずに現

金感覚でカー ドを使用する即時決済システムの有す る決済機能を活用 している。

また、キャッシュレス化が進展する中、あ くまで現金支払いにこだわる層も根強 く残って

いる。
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さらに、前払方式(プ リペイ ドカー ド)の 要求 も高まりつつある。

上記のとお り、現在のビットシステムは、消費者の購買活動のほんの一部 しかカバーして

おらず(銀 行のキャッシュカー ドを使用 しての買物のみ)、 急増するクレジッ トカー ド、根

強 く残 る現金支払及び要求が高まりつつあるプリペイ ドカー ドによる消費者情報については、

データベースに反映 されていない。
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2.3.2デ ータベースの有効活用に向けての対応策

前節において、データベースの有効なる活用を求 めて様々な課題を抽出 して整理 した。

本節では、前節までの検討を踏まえ、今後 これらの課題にどう取 り組んでいったらよいか

を検討 し、早急に対応すべき方策や配慮すべき点を揚げる。

(1)ビ ッ トシステムの魅力アップ

ビッ トシステムはスター トしたが、 「加盟店が少ない」 「私のカー ドが使えない」など、

システム拡大に対する消費者 の要望は強い。

このため、平成3年 度には、 とりあえず、加盟店を300店 舗以上に、金融機関を6行 以

上に拡 げることを急 ぐ必要がある。最終的には、県下の金融機関すべてのカー ドで県内のど

この店でも買物ができるようにして、いわば中小零細商店を組織化 しデパー トなどの大規模

店に対抗できる体制をつ くる必要がある。

カウソトービスにしても、カー ド所有者が望むなら、恋人や友達などのカー ドの買物金額

すべてを合計 して判定することもできるようにすべ きである。

また、ビッ ト券の交付に替えて、ビッ ト券相当額を 「水 と緑の基金」に寄付するシステム

なども取 り入れる必要がある。 これによりビットシステムによる買物を通 して、水 と緑を生

か した徳島のまちづ くりにも参加できることになる。

現在、カウントサービスとして、全加盟店が一律に4万 円の買物に対 し500円 相当のビ

ット券を送付 している。すなわち、購入金額に対す る割 り戻 し率が、1.25%と な ってい

る。

今後、 これを各加盟店の選択にまかせ、各加盟店の自由競争を認めることによりカウン ト

サービスの活性化を図 ってい く必要がある。

② データの捕捉をスムーズに

現在、 ビットシステムの利用データについては、加盟金融機関から翌月上旬1ヶ 月分をま

とめてフロッピーデ ィスクまたはペーパーで もらっている。

この場合、加盟店での利用データを直接加盟店に戻す ことについては何 らの問題はないが、

第三者機関であるNMTへ 戻す ことについてはセキュリティの面から一部問題を含んでい

る。 、、

このため、全加盟店で構成され、加盟店の情報の取 りまとめ先でもあるビットシステム推

進協議会に上記データを戻 しているが、決 してスムーズな対応とはなっていない。

こうしたことか ら、各加盟店のビッ ト端末に利用データを蓄積 し、閉店後 これらの端末か

ら直接NMTへ1日 分のデータを吸い上げることとし、金融機関主導のビッ トシステムか ら

少 しで も加盟店のビットシステムへと傾斜させ、データの捕捉を確実に、かつスムーズに行

う必要がある。

また、現代のビッ トシステムでは、金融機関のホス トがオフライン時には、利用時間がつ

かめない(CAFISの 代行処理のパ ックデータには利用時間が含まれていない)な ど不十

分なものとなっているが、利用時間などの必要データをビッ ト端末に蓄積することによ り、

これ らの問題 も自ずと解決する。
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(3)ビ ッ トシステム事業基盤の確立

カー ドを媒体 としたキャッシュレス社会は、今後 もますます進展 していくものと考え られ

るが、消費者の決済形態から見ると、代金後払い、前払い又は即時決済と3種 の形態が考え

られる。

とりわけ、後払いシステムのクレジットカー ドについては、既に全国的に普及 してお り、

徳島市の専門店 において も平均的には全売上額に占める割合が10%を 超える迄になり、そ

の割合は年々増加の傾向にある。

このクレジッ トカー ドの処理は、加盟店信用照会端末機(CAT)の 有無にかかわ らず、

売上伝票を各ク レジッ ト会社に送付するという、ペーパーを介在 した個別(加 盟店別)決 済

処理 となっている。

このため、NMTが 加盟店を取りまとめ、現在の個別決済処理か ら一括電子決済処理へ と

切 り替え、 この一括電子決済処理と引換えに、各 クレジット会社か ら手数料を引き下 げさせ、

この引き下げ分をビッ トシステムの運営費用に充てるため、NMTの 収益に計上 し、 ビッ ト

システムの事業基盤を確立する必要がある。

具体的には、各加盟店設置 のビット端末にクレジットカー ドの利用データを蓄積 し、NM

Tで 毎夜 これを吸い上 げ、各 クレジット会社 と一括電子決済を行 うものである。

この場合、証退 となる売上伝票は、各加盟店で責任をもって保管する。

㈲ 現金客、 クレジットカー ド客及びプリペイドカー ド客の取 り込み

前節(3)で記述 したとおり、データベースには、急増するクレジットカー ド、根強 く残 る現

金支払及び最近全国的に話題 となっているプ リペイドカー ドによる消費者情報が反映 されて

いない。

これ らの情報を現状のままに据え置き、キャッシュカー ドによる利用情報のみをベースと

した現在のデータベースでは、その活用もごく限 られたものにな らざるを得ない。

このような現状か ら脱却 し、小売店にとっても最 も重要な現金客の情報把握を行 うといっ

たデータベースの構築目的に近づけるためには、まず現在のキャッシュカー ドの利用率の向

上を図るとともに、現金支払客の情報を取 り込む ことが急務と考える。

具体的には、 ビット会員に対 し、会員証 となるビッ トカー ドを発行する。

買物客は、現金支払いの際、このビットカー ドを提示する。ビ ットカー ドには、カウント

を記憶させておき、買物の都度 レシー トにカウント明細を表示する。 このため、カウン トの

累計は、買物客がその場で確認できるようになる。

そして、現金支払客の買物情報は、ビット端末に蓄積 され、閉店後 これ らの端末か ら直接

NMTへ 吸い上 げられ、データベースに格納されることとなる。

このとき、キャッシュカー ドによる買物の場合にも、 ビットカー ドの提示を合わせて行い、

ビッ トカー ドによるカウン トサービスをその場で明示する方向へと切り替える必要がある。

次に現金感覚で使われている汎用広域クレジットカー ド(JCB,UC,VISA等)に

よる買物情報の取 り込みである。

前記現金支払いによる買物情報の収集と同様に、 クレジッ トカー ド使用時に、合わせてビ
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ットカー ドを使用する方法による。 ビッ トカー ドによるカウントサービスに加えて、 ビッ ト

端末に蓄積されたビットカー ド情報 とク レジットカー ド情報とを リンケージして、データベ

ースに格納することとなる
。

また、地域密着型のエ リア限定のクレジッ トカー ドやプ リペイ ドカー ドには、消費者の他

地域流出を防 ぐ消費者囲い込みの目的があるが、これ らのカー ドを発行するには、運営等に

関するかなりのノウハウ等が必要となる。

このため、カー ド事業運営に係るノウハウ等の蓄積を睨みなが ら、ビットカー ドに、クレ

ジットカー ドとしての機能及びプ リペイ ドカー ドとしての機能を順次付加 してい くべきで

ある。
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